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国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
協
会（
Ａ
Ｄ
Ｉ
）

は
、
９
月
21
日
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

デ
ー
」、
９
月
を「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

月
間
」と
し
て
、
認
知
症
へ
の
理
解
と
本
人

や
家
族
へ
の
施
策
の
充
実
を
目
的
に
啓
発
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

国
の
予
測
で
、
２
０
２
５
年
に
は
65
歳
以

上
の
５
人
に
１
人
が
認
知
症
に
な
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
、
住
み

慣
れ
た
ま
ち
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
よ

う
、
で
き
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
せ
ん
か
？

市
で
行
わ
れ
て
い
る
認
知
症
の
取
り
組
み

を
紹
介
し
ま
す
。

９
月
は
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
で
す

〇
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

認
知
症
の
症
状
や
予
防
、
認
知
症
の
人
と

の
接
し
方
な
ど
を
学
び
、
自
分
の
で
き
る
こ

と
を
考
え
る
講
座
で
す
。

【
長
岡
】と
き
／
９
月
13
日（
水
）13
時
〜
15
時

と
こ
ろ
／
あ
や
め
会
館

【
韮
山
】と
き
／
９
月
22
日（
金
）14
時
〜
16
時

　
　
　

と
こ
ろ
／
韮
山
福
祉
・
保
健
セ
ン
タ
ー

【
大
仁
】と
き
／
９
月
26
日（
火
）10
時
〜
12
時

と
こ
ろ
／
大
仁
庁
舎

申
込（
共
通
）／
３
日
前
ま
で
に
長
寿
介
護

課
に
電
話
、
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

※
出
張
で
行
う
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
も
随
時
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

〇
認
知
症
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

認
知
症
の
進
行
状
況
に
合
わ
せ
、
い
つ
、

ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
が
利
用
で
き
る
か
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
と
と
も
に
自
分
ら
し
く
暮
ら
す
た

め
の
手
引
き
と
し
て
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
長
寿
介
護
課

な
ど
で
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

※
９
月
〜
10
月
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
予
定

〇
認
知
症
カ
フ
ェ

　

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
、
地
域
の
人
な

ど
、
誰
も
が
気
軽
に
集
う
こ
と
が
で
き
る
カ

フ
ェ
で
す
。
カ
フ
ェ
で
は
、
認
知
症
地
域
支

援
推
進
員
が
介
護
の
相
談
や
楽
器
の
生
演

奏
、
体
操
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
カ
フ
ェ
の
お
手
伝
い
を
す
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
長
寿
介
護
課

☎
０
５
５
８（
７
６
）８
０
１
０

FAX
０
５
５
８（
７
６
）８
０
２
９

メ
ー
ル  sien@

city.izunokuni.
shizuoka.jp

▲ 認知症カフェ
詳細はこちら

▲認知症
ガイドブック

●
相
談
先

　

認
知
症
に
限
ら
ず
、
高
齢
者
の
相
談
場
所

と
し
て
、
市
内
に
は
３
つ
の
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

〇
韮
山
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５（
９
４
９
）９
２
１
３

〇
長
岡
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５（
９
４
６
）０
６
９
２

〇
大
仁
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
８（
７
６
）７
３
１
１

〇
長
寿
介
護
課

☎
０
５
５
８（
７
６
）８
０
１
０

〇
読
む
・
知
る
・
認
知
症

　

世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
に
合
わ
せ
、

図
書
館
に
認
知
症
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
中
で

す
。
認
知
症
に
関
す
る
書
籍
の
ほ
か
、
認
知

症
の
人
を
支
援
す
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
き
／
９
月
30
日（
土
）ま
で

と
こ
ろ
／
中
央
図
書
館

年金生活者支援給付金制度について
　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の
所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、
請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金
機構（年金事務所）が実施します。

 日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・
暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
☞ 年金生活者支援給付金のご請求でお困りのときには、お電話ください。
　 給付金専用ダイヤル　☎ 0570-05-4092

●老齢基礎年金を受給している人
　次の要件を全て満たしていること。
　・65歳以上
　・世帯員全員が市町村民税非課税
　・ 年金収入額とその他所得額の合計が
約 88万円以下

●障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している人
　次の要件を満たしていること。
　・前年の所得額が約 472 万円以下

日本年金機構や厚生労働省を装った
不審な電話や案内にご注意ください

①新たに給付金の受け取り対象となる人
　 　受け取りの対象になる人には、日本年金機
構が 9月初旬ごろから、請求可能な旨のお知
らせを送付します。同封のはがき（年金生活
者支援給付金請求書）に記入し提出してくだ
さい。令和 6年 1月 4日（木）までに手続が
完了すると、令和 5年 10月分からさかのぼ
って給付金を受け取ることができます。
②年金を受給し始める人
　 　年金の請求手続きと併せて年金事務所で請
求手続きをしてください。

問国保年金課
☎ 055-948-2905

問 国保年金課
☎ 055-948-2905

対 象 次のいずれかに該当する人
・40歳～ 74歳で、伊豆の国市国民健康保険に加入している人
・75歳以上の市民で、静岡県後期高齢者医療制度に加入している人
　（一部 65歳～ 74歳の人を含む）
※対象者の年齢は、令和 6年 3月 31日時点です。
※対象者には、5月中旬ごろ、受診券と健診ガイドを郵送しました。

　特定健診は、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の芽
を見つけるための検査です。個人で受けると約 1万
円かかりますが、対象者は 0 円で特定健診・後期高
齢者健診を受けることができます。

受診券は、
青い封筒でお届け
しています。

9 月 30 日（土）まで！
特定健診、0円で受診できるのは

検査項目
 身体計測、尿検査、血液検査、血圧測定、貧血検査、医師の問診

※ 健診実施医療機関は、健診ガイドまたは市HPをご覧ください。

実施期間
 9 月 30 日（土）まで

▲令和 4年度の講座の様子

▲市HP

対
象

請
求
手
続


